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提出意見

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省
令案等」に対する意見【Ｎｏ．１】

・該当箇所
「新たな出力制御システムの下での再生可能エネルギーの最大限導入」
全体について

・意見内容
まず指摘すべきことは、今般の「新たな出力制御システムの下での再生可能エネルギー導入への移行及
び固定価格買取制度の運用見直し」案のベースにある「再生可能エネルギーの接続可能量を拡大するた
め」という看板に大いなる偽装があることです。
実際には反対に「将来的な原発再稼働の邪魔にならないよう、再生可能エネルギーの接続可能量をできる
だけ小さくする」方向に誘導した結果になっているからです。

このたびの新エネ小委や系統WGの検討を通じて明らかになったのは、原子力と再生可能エネルギーが
供給力を巡って地位争いをする状況であり、電力会社側は最大限の原子力活用を希望しており、それを国
はそのまま受容している実態です。

「原発依存度を可能な限り低減する」というエネルギー基本計画に書かれた基本方針に立ち戻り、保有原
発の全基再稼働や新設原発算入、高すぎる設備利用率による原子力による供給力枠の予約という誤った
前提で算出された「接続可能量」というコンセプトを排除して、当面は年度毎に現実に即した需給見通しを
更新しながら、再生可能エネルギーの最大限導入を目指すべきです。

・理由
新エネルギー小委員会 系統WGでは、計３回あった会合の最終回で初めて各電力会社より各社の設備状
況や運用の考え方に応じた具体的数値が示され、不十分な検証・審議でこれを採用しました。
不十分というのは、本年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、「原発依存度を可能な限
り低減する(p4)」という基本方針が定められていること、また、再生可能エネルギーの最大限の導入を進め
ていくことは政府の重要ミッションであり、「これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準（注：電源
構成比の21％）を更に上回る水準の再生可能エネルギーの導入を目指す」(p37)ことが明記されていること
が全く踏まえられていない大きな問題点を見逃しているからです。

福島第一原発事故の影響により、現時点で全基停止している原子力発電の現状を顧みることなく、社に
よっては最低需要期において6割をも超える供給規模に設定するなど、各社が原子力供給量の恣意的計
上を行っています。

運転期間が40年を経過したものや数年のうちに40年を超過するもの、そのうちには最近になって電力会社
が廃炉を決定したものを含み、さらには建設中で運転開始が遠い将来のものを含めていること、老朽原発
が数多くあるにも関わらず、過去30年間平均という大変高い設備利用率を採用して供給力算定をしていま
す。

国民の反対が根強く、原子力規制委員会の審査も不確定であり、関係自治体合意も取れていない数多く
の不確実性の高い原子力について、将来の再稼働または新設で見込む供給力を予約する意図をもったも
ので、現在の供給可能量ではありません。

他方、原子力の供給見通しと同様に、再生可能エネルギーも太陽光発電の設備認定量が急増したからと
いって、すぐに全量が運転開始に至り供給されるわけではないことは明らかです。

このように現実には原子力も再生可能エネルギーも供給力の見通しは刻々と変化し不透明な面があること
から、誤った前提で算出された「接続可能量」という概念を排除して、当面は年度毎に現実に即した需給見
通しを更新しながら、再生可能エネルギーの最大限導入を目指すべきです。


